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	計画提案者
	猪苗代町
	猪苗代町都市計画審議会

	・事前相談（様式１）


・事前調整
（地権者、周辺住民等への説明・合意形成）




・提案書類提出
（様式２～５）




・提案書類取り下げ
（様式６）

























	（提出書類の返却）
結果通知（様式７）
猪苗代町都市計画審議会に付議
告示・縦覧
都市計画決定の手続き
（県知事同意協議含む）
結果通知（様式７）
必要性有り
提出書類の受付、要件確認
必要性無し
都市計画決定又は変更の必要性の有無を判断（概ね３カ月以内）
・事前相談
（素案内容・手続等を説明）
・関係機関協議
・助言・指導
都市計画決定の手続き
（県との事前協議含む）
猪苗代町都市計画審議会の意見聴取

	



町、建設事務所、都市
計画の下協議
妥当性
有り
町の判断及び案を審議
妥当性
無し
妥当性
有り
妥当性
無し
町の判断の
妥当性を審議
再検討




